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平成28年３月25日  

 

 情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

  部会長  辻  正 次 殿 

 

                             接 続 委 員 会 

                                主 査    相 田  仁 

 

 

報 告 書（案） 

 

 

平成28年１月26日付け諮問第3081号をもって諮問された事案について、調査の結果、下記のと

おり報告します。  

 

記 

 

１ 本件、接続料規則等の一部改正については、諮問のとおり改正することが適当と認められ

る。 

 

２ 提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 
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接続料規則の一部を改正する省令案等に対する意見及びその考え方（案） 

 

意   見 再  意  見 考 え 方 
意見を踏まえた 

案の修正の有無 

意見１ アンバンドル機能が利用されてい

ないのであれば、当該機能を削除する等

の関係規定の整備は適切。 

再意見１ 考え方１  

○ 利用されていないのであれば改正案中

で示されている削除する等の関係規定の

整備は適切であると思われた。 

（しかし PHS に関してはどうにかならな

かったものなのであろうか。これが NTT

の手から離れるのは痛手であると考え

る。PHS 端末の多くが無線機能を有する

事や、発生電磁波の少なさから医療関係

で多く用いられる事も含め、これは NTT

が有しておくべき回線であったと考え

る。正直な意見を言うと、PHS が NTT 以

外に渡ったのは国の不手際であると考え

る。） 

【個人】 

○ NTT が PHS 関連及び手動接続関連の設

備を無くすというのであればそうなるの

であろうと思われる内容である。 

（当方としては PHS 関連は NTT が持って

いて欲しかったが、これは個人が言って

もどうしようもなく、NTT がもう停止を

行ってしまった事である。） 

【個人】 

○ 関係規定の整備について、賛同の御意見

として承る。 

なし 

 

（別添） 
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接続料規則等の一部改正について 

Ⅰ 改正の背景 

電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）では、他の事業者の事業展開上不可欠な設備（加

入者回線等）を「第一種指定電気通信設備」として総務大臣が指定し、当該設備との接続に

関する接続料及び接続条件の公平性・透明性や、接続の迅速性を確保するため、接続約款を

総務大臣の認可制にする等の規律を課している。 

接続約款の認可の要件として、「機能」ごとの接続料、標準的な接続箇所における技術的条

件等が適正・明確に定められていることを同法で規定しており、その「機能」は、接続料規

則（平成 12年郵政省令第 64号）において規定（アンバンドル機能。現在は 40機能）されて

いる。 

アンバンドル機能のうち、①手動交換機能、②基地局設備用端末回線伝送機能、③呼関連

データベース機能については、 

・ ＮＴＴ東西、接続事業者とも、既にこれらの機能を利用したサービスの提供を終了し、

サービス利用者がいないこと 

・ ＮＴＴ東西が、直近まで利用していた接続事業者に確認したところ、今後もこれらの機

能を利用する予定がないこと 

から、 

・ 各機能を削除 

・ 各機能を提供するための設備は、現状、他の接続事業者の設備と接続することが、利用

者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできないものとはい

えないため、第一種指定電気通信設備から除外 

することが適当と考えるため、以下の関係省令等の改正を行うものである。 

<改正する省令等> 

・ 第一種指定電気通信設備接続会計規則（平成９年郵政省令第 91号） 

・ 接続料規則（平成 12年郵政省令第 64号） 

・ 接続料規則の一部を改正する省令（平成 17年総務省令第 14号） 

・ 平成 13年総務省告示第 243号（電気通信事業法第 33条第１項の規定に基づく指定に

関する件） 



4 

Ⅱ 改正の概要 

１ 手動交換に係る設備、機能について 

（１） 指定設備からの除外 

（平成 13年総務省告示第 243号第９項） 

手動交換に係る設備を指定設備から除外するもの。 

（２） アンバンドル機能の削除 

（接続料規則第４条の表２の項、４の項、５の項、７の項及び 11の項並びに別表第１の

１） 

手動交換機能の廃止及びこれに伴う他の機能における手動交換に関する規定を削除す

るもの。 

（３） 接続会計財務諸表からの削除 

（第一種指定電気通信設備接続会計規則別表第１及び別表第２） 

手動交換に係る項を勘定科目表、固定資産帰属明細表及び設備区分別費用明細表から

削除するもの。 

<手動交換機能のイメージ>（手動コレクトサービスの場合） 

発信者

加入者
交換機

加入者
交換機

中継
交換機

中継
交換機

ＮＰＳ

案内台
・オペレータ

通話先

① 106に架電し、通話先の電話番号を
オペレータに伝達

② オペレータが通話先に架電し、通話料の
支払の意思を確認

③ 通話先が承諾すれば呼を接続

２ 基地局設備用端末回線伝送に係る設備、機能について 

（１） 指定設備からの除外 

（平成 13年総務省告示第 243号第７項） 

基地局設備用端末回線伝送に係る設備を指定設備から除外するもの。 

（２） アンバンドル機能の削除 

（接続料規則第４条の表１の項、第５条、別表第２の１、別表第２の２、別表第６、別

表第７及び別表第８並びに接続料規則の一部を改正する省令第 11項から第 14項まで） 

基地局設備用端末回線伝送機能に関する規定を削除するもの。 

３ 呼関連データベースに係る設備、機能について 

（１） 指定設備からの除外 

（平成 13年総務省告示第 243号第６項及び第７項） 

呼関連データベースに係る設備を指定設備から除外するもの。 
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（２） アンバンドル機能の削除 

（接続料規則第４条の表９の項） 

呼関連データベース機能に関する規定を削除するもの。 

（３）接続会計財務諸表からの削除 

（第一種指定電気通信設備接続会計規則別表第１及び別表第２） 

呼関連データベースに係る項を勘定科目表、固定資産帰属明細表及び設備区分別費用

明細表から削除するもの。 

<基地局設備用端末回線伝送機能、呼関連データベース機能のイメージ> 

① ＰＨＳ端末の電源を入れたタイ
ミング等で、ＰＨＳ端末からサービ
ス制御局に位置情報を登録

ＰＨＳ

加入者
交換機

加入者
交換機

基地局

サービス
制御統括局

サービス
制御局

呼関連データベース機能

中継
交換機

中継
交換機

基地局設備用
端末回線伝送機能

② ＰＨＳ端末に発信

③ 発信先ＰＨＳ端末の位置情報を確認

④ 発信先ＰＨＳ端末が存在するエリアから該当のＰＨＳを見つけて接続

Ⅲ 施行日 

公布の日から施行 
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○ 接 続 料 規 則 （ 平 成 十 二 年 郵 政 省 令 第 六 十 四 号 ） の 一 部 改 正 案 新 旧 対 照 表

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 機 能 ） 

第 四 条 法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 ロ の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、 次 の 表 の 上

欄 及 び 中 欄 の と お り と し 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 対 応 し た 設 備 等 を 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 対 象 設 備 、 こ れ の 附 属 設 備 並 び に こ れ ら を 設 置 す る 土 地 及 び 施 設 （ 以

下 「 対 象 設 備 等 」 と い う 。 ） と す る 。 

機 能 の 区 分 内 容 対 象 設 備 

一 端 末

回 線 伝

送 機 能

一 般 帯 域

透 過 端 末

回 線 伝 送

機 能

第 一 種 指 定 端 末 系 伝

送 路 設 備 （ ア ナ ロ グ

信 号 伝 送 用 の 電 話 回

線 と 同 等 の も の で あ

っ て 、 当 該 設 備 の 一

部 に 光 信 号 伝 送 用 の

回 線 を 設 置 し て い な

い も の に 限 る 。 ） に よ

り 通 信 を 伝 送 す る 機

能 （ 分 割 し た 帯 域 の

一 部 の み を 利 用 し て

伝 送 す る も の 及 び 特

別 帯 域 透 過 端 末 回 線

伝 送 機 能 を 除 く 。 ）  

（ 略 ）

（ 機 能 ） 

第 四 条 法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 ロ の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、 次 の 表 の 上

欄 及 び 中 欄 の と お り と し 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 対 応 し た 設 備 等 を 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 対 象 設 備 、 こ れ の 附 属 設 備 並 び に こ れ ら を 設 置 す る 土 地 及 び 施 設 （ 以

下 「 対 象 設 備 等 」 と い う 。 ） と す る 。 

機 能 の 区 分 内 容 対 象 設 備 

一 端 末

回 線 伝

送 機 能

一 般 帯 域

透 過 端 末

回 線 伝 送

機 能

第 一 種 指 定 端 末 系 伝

送 路 設 備 （ ア ナ ロ グ

信 号 伝 送 用 の 電 話 回

線 と 同 等 の も の で あ

っ て 、 当 該 設 備 の 一

部 に 光 信 号 伝 送 用 の

回 線 を 設 置 し て い な

い も の に 限 る 。 ） に よ

り 通 信 を 伝 送 す る 機

能 （ 分 割 し た 帯 域 の

一 部 の み を 利 用 し て

伝 送 す る も の 、 基 地

局 設 備 （ 端 末 設 備 と

の 間 の 伝 送 に お い て

（ 略 ）
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特 別 帯 域

透 過 端 末

回 線 伝 送

機 能

第 一 種 指 定 端 末 系 伝

送 路 設 備 （ ア ナ ロ グ

信 号 伝 送 用 の 電 話 回

線 と 同 等 の も の で あ

っ て 、 当 該 設 備 の 一

部 に 光 信 号 伝 送 用 の

回 線 を 設 置 し て い な

い も の に 限 る 。 ） に よ

り 通 信 を 伝 送 す る 機

能 （ 分 割 し た 帯 域 の

一 部 の み を 利 用 し て

伝 送 す る も の 及 び き

線 点 近 傍 の 電 柱 等 か

ら 第 一 種 指 定 市 内 交

換 局 ま で の 間 を 伝 送

す る も の を 除 く 。 ）  

（ 略 ）

電 波 を 使 用 す る も の

を い う 。 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ 。 ） と の

間 を 伝 送 す る も の 及

び 特 別 帯 域 透 過 端 末

回 線 伝 送 機 能 を 除

く 。 ）  

特 別 帯 域

透 過 端 末

回 線 伝 送

機 能

第 一 種 指 定 端 末 系 伝

送 路 設 備 （ ア ナ ロ グ

信 号 伝 送 用 の 電 話 回

線 と 同 等 の も の で あ

っ て 、 当 該 設 備 の 一

部 に 光 信 号 伝 送 用 の

回 線 を 設 置 し て い な

い も の に 限 る 。 ） に よ

り 通 信 を 伝 送 す る 機

能 （ 分 割 し た 帯 域 の

一 部 の み を 利 用 し て

伝 送 す る も の 、 基 地

局 設 備 と の 間 を 伝 送

す る も の 及 び き 線 点

近 傍 の 電 柱 等 か ら 第

一 種 指 定 市 内 交 換 局

ま で の 間 を 伝 送 す る

も の を 除 く 。 ）  

（ 略 ）
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帯 域 分 割

端 末 回 線

伝 送 機 能  

（ 略 ） （ 略 ）

光 信 号 端

末 回 線 伝

送 機 能

（ 略 ） （ 略 ）

総 合 デ ジ

タ ル 通 信

端 末 回 線

伝 送 機 能  

（ 略 ） （ 略 ）

そ の 他 端

末 回 線 伝

送 機 能

（ 略 ） （ 略 ）

帯 域 分 割

端 末 回 線

伝 送 機 能  

（ 略 ） （ 略 ）

基 地 局 設

備 用 端 末

回 線 伝 送

機 能

第 一 種 指 定 端 末 系 伝

送 路 設 備 （ ア ナ ロ グ

信 号 伝 送 用 の 電 話 回

線 と 同 等 の も の に 限

る 。 ） に よ り 通 信 を 伝

送 す る 機 能 （ 基 地 局

設 備 と の 間 を 伝 送 す

る も の に 限 る 。 ） 

第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送

路 設 備 （ ア ナ ロ グ 信 号

伝 送 用 の 電 話 回 線 と 同

等 の も の 及 び 交 換 機 に

回 線 を 終 端 す る た め の

装 置 に よ り 構 成 さ れ る

も の に 限 る 。 ） （ 加 入 者

側 終 端 装 置 及 び 第 一 種

指 定 端 末 系 交 換 等 設 備

と の 間 等 に 設 置 さ れ る

伝 送 装 置 等 を 除 く 。 ） 

光 信 号 端

末 回 線 伝

送 機 能

（ 略 ） （ 略 ）

総 合 デ ジ

タ ル 通 信

端 末 回 線

伝 送 機 能  

（ 略 ） （ 略 ）

そ の 他 端

末 回 線 伝

送 機 能

（ 略 ） （ 略 ）
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二 端 末

系 交 換

機 能

加 入 者 交

換 機 能

第 一 種 指 定 加 入 者 交

換 機 に よ り 通 信 の 交

換 を 行 う 機 能 （ こ の

項 の 加 入 者 交 換 機 専

用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機

能 及 び 加 入 者 交 換 機

共 用 ト ラ ン ク ポ ー ト

機 能 を 除 く 。 ）  

第 一 種 指 定 加 入 者 交 換

機 （ 第 一 種 指 定 端 末 系

伝 送 路 設 備 、 第 一 種 指

定 中 継 系 伝 送 路 設 備 等

及 び 信 号 用 伝 送 装 置 と

の そ れ ぞ れ の 間 に 設 置

さ れ る 伝 送 装 置 等 を 含

む 。 ）  

信 号 制 御

交 換 機 能

（ 略 ）

優 先 接 続

機 能

（ 略 ）

番 号 ポ ー

タ ビ リ テ

ィ 機 能

（ 略 ）

加 入 者 交

換 機 専 用

ト ラ ン ク

ポ ー ト 機

能

（ 略 ）

加 入 者 交

換 機 共 用

ト ラ ン ク

（ 略 ）

二 端 末

系 交 換

機 能

加 入 者 交

換 機 能

第 一 種 指 定 加 入 者 交

換 機 に よ り 通 信 の 交

換 を 行 う 機 能 （ 手 動

に よ る も の 並 び に 本

項 の 加 入 者 交 換 機 専

用 ト ラ ン ク ポ ー ト 機

能 及 び 加 入 者 交 換 機

共 用 ト ラ ン ク ポ ー ト

機 能 を 除 く 。 ） 

第 一 種 指 定 加 入 者 交 換

機 （ 第 一 種 指 定 端 末 系

伝 送 路 設 備 、 第 一 種 指

定 中 継 系 伝 送 路 設 備 等

及 び 信 号 用 伝 送 装 置 と

の そ れ ぞ れ の 間 に 設 置

さ れ る 伝 送 装 置 等 を 含

む 。 た だ し 、 手 動 に よ

る も の を 除 く 。 ） 

信 号 制 御

交 換 機 能

（ 略 ）

優 先 接 続

機 能

（ 略 ）

番 号 ポ ー

タ ビ リ テ

ィ 機 能

（ 略 ）

加 入 者 交

換 機 専 用

ト ラ ン ク

ポ ー ト 機

能

（ 略 ）

加 入 者 交

換 機 共 用

ト ラ ン ク

（ 略 ）
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ポ ー ト 機

能

（ 略 ）

四 市 内 伝 送 機 能 第 一 種 指 定 加 入 者 交

換 機 間 の 通 信 を 伝 送

す る 機 能  

第 一 種 指 定 加 入 者 交 換

機 と 第 一 種 指 定 中 継 交

換 機 と の 間 に 設 置 さ れ

る 第 一 種 指 定 中 継 系 伝

送 路 設 備 （ 第 一 種 指 定

中 継 系 伝 送 路 設 備 の 両

端 に 対 向 し て 設 置 さ れ

る 伝 送 装 置 等 を 含 む 。 ）

及 び 第 一 種 指 定 中 継 交

換 機 （ 第 一 種 指 定 市 内

伝 送 路 設 備 、 第 一 種 指

定 中 継 系 伝 送 路 設 備 又

は 信 号 用 伝 送 装 置 と の

間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装

置 等 を 含 む 。 ）  

五 中 継

系 交 換

機 能

中 継 交 換

機 能

第 一 種 指 定 中 継 交 換

機 に よ り 通 信 の 交 換

を 行 う 機 能 （ こ の 項

の 中 継 交 換 機 専 用 ト

第 一 種 指 定 中 継 交 換 機

（ 第 一 種 指 定 中 継 系 伝

送 路 設 備 等 及 び 信 号 用

伝 送 装 置 と の そ れ ぞ れ

ポ ー ト 機

能

（ 略 ）

四 市 内 伝 送 機 能 第 一 種 指 定 加 入 者 交

換 機 間 の 通 信 を 伝 送

す る 機 能  

第 一 種 指 定 加 入 者 交 換

機 と 第 一 種 指 定 中 継 交

換 機 と の 間 に 設 置 さ れ

る 第 一 種 指 定 中 継 系 伝

送 路 設 備 （ 第 一 種 指 定

中 継 系 伝 送 路 設 備 の 両

端 に 対 向 し て 設 置 さ れ

る 伝 送 装 置 等 を 含 む 。 ）

及 び 第 一 種 指 定 中 継 交

換 機 （ 第 一 種 指 定 市 内

伝 送 路 設 備 、 第 一 種 指

定 中 継 系 伝 送 路 設 備 又

は 信 号 用 伝 送 装 置 と の

間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装

置 等 を 含 む 。 た だ し 、

手 動 に よ る も の を 除

く 。 ）  

五 中 継

系 交 換

機 能

中 継 交 換

機 能

第 一 種 指 定 中 継 交 換

機 に よ り 通 信 の 交 換

を 行 う 機 能 （ 手 動 に

よ る も の 並 び に 本 項

第 一 種 指 定 中 継 交 換 機

（ 第 一 種 指 定 中 継 系 伝

送 路 設 備 等 及 び 信 号 用

伝 送 装 置 と の そ れ ぞ れ
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ラ ン ク ポ ー ト 機 能 及

び 中 継 交 換 機 共 用 ト

ラ ン ク ポ ー ト 機 能 を

除 く 。 ）  

の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送

装 置 等 を 含 む 。 ）  

中 継 交 換

機 専 用 ト

ラ ン ク ポ

ー ト 機 能  

（ 略 ）

中 継 交 換

機 共 用 ト

ラ ン ク ポ

ー ト 機 能  

（ 略 ）

（ 略 ）

七 通 信 路 設 定 伝 送 機

能

通 信 路 の 設 定 の 機 能

を 有 す る 電 気 通 信 設

備 （ 交 換 設 備 を 除

く 。 ） 及 び 伝 送 路 設 備

に よ り 通 信 路 の 設 定

並 び に 伝 送 を 行 う 機

能 （ 第 一 種 指 定 市 内

交 換 局 に 設 置 さ れ る

交 換 等 設 備 と 事 業 者

が 第 一 種 指 定 市 内 交

通 信 路 の 設 定 の 機 能 を

有 す る 電 気 通 信 設 備

（ 交 換 設 備 を 除 く 。 ） 及

び 当 該 交 換 等 設 備 に 係

る 伝 送 路 設 備 

の 中 継 交 換 機 専 用 ト

ラ ン ク ポ ー ト 機 能 及

び 中 継 交 換 機 共 用 ト

ラ ン ク ポ ー ト 機 能 を

除 く 。 ）  

の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送

装 置 等 を 含 む 。 た だ し 、

手 動 に よ る も の を 除

く 。 ）  

中 継 交 換

機 専 用 ト

ラ ン ク ポ

ー ト 機 能 

（ 略 ）

中 継 交 換

機 共 用 ト

ラ ン ク ポ

ー ト 機 能 

（ 略 ）

（ 略 ）

七 通 信 路 設 定 伝 送 機

能

通 信 路 の 設 定 の 機 能

を 有 す る 電 気 通 信 設

備 （ 交 換 設 備 を 除

く 。 ） 及 び 伝 送 路 設 備

に よ り 通 信 路 の 設 定

並 び に 伝 送 を 行 う 機

能 （ 手 動 に よ る も の

及 び 第 一 種 指 定 市 内

交 換 局 に 設 置 さ れ る

交 換 等 設 備 と 事 業 者

通 信 路 の 設 定 の 機 能 を

有 す る 電 気 通 信 設 備

（ 交 換 設 備 を 除 く 。 ）

（ 手 動 に よ る も の を 除

く 。 ） 及 び 当 該 交 換 等 設

備 に 係 る 伝 送 路 設 備
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換 局 以 外 の 建 物 に 設

置 す る ル ー タ と の 間

の 通 信 を 行 う も の を

除 く 。 ）  

（ 略 ）

九 削 除 

（ 略 ）

十 一 削 除

（ 略 ）

備 考
一 ～ 三 （ 略 ）  

（ 法 第 三 十 三 条 第 五 項 の 機 能 ）

第 五 条 法 第 三 十 三 条 第 五 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 （ 以 下 「 法 第 三 十 三 条 第

五 項 の 機 能 」 と い う 。 ） は 、 前 条 の 表 二 の 項 （ 加 入 者 交 換 機 能 の う ち 同 表 備

が 第 一 種 指 定 市 内 交

換 局 以 外 の 建 物 に 設

置 す る ル ー タ と の 間

の 通 信 を 行 う も の を

除 く 。 ）  

（ 略 ）

九 呼 関 連 デ ー タ ベ

ー ス 機 能 

呼 関 連 デ ー タ ベ ー ス

へ の 接 続 に よ り 番 号

変 換 又 は 認 証 等 を 行

う 機 能

呼 関 連 デ ー タ ベ ー ス

（ 略 ）

十 一 手 動 交 換 機 能 手 動 に よ り 通 信 の 交

換 等 を 行 う 機 能

第 一 種 指 定 端 末 系 交 換

等 設 備 （ 手 動 に よ る も

の に 限 る 。 ） 及 び 第 一 種

指 定 中 継 系 交 換 等 設 備

（ 手 動 に よ る も の に 限

る 。 ） 

（ 略 ）

備 考
一 ～ 三 （ 略 ）  

（ 法 第 三 十 三 条 第 五 項 の 機 能 ）

第 五 条 法 第 三 十 三 条 第 五 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 （ 以 下 「 法 第 三 十 三 条 第

五 項 の 機 能 」 と い う 。 ） は 、 前 条 の 表 一 の 項 （ 基 地 局 設 備 用 端 末 回 線 伝 送 機



1
3
 

考 二 の イ の 機 能 、 信 号 制 御 交 換 機 能 、 優 先 接 続 機 能 及 び 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ

機 能 を 除 く 。 ） 、 四 の 項 、 五 の 項 、 六 の 項 （ 一 般 光 信 号 中 継 伝 送 機 能 及 び 特 別

光 信 号 中 継 伝 送 機 能 を 除 く 。 ） 及 び 八 の 項 の 機 能 と す る 。

能 に 限 る 。 ） 、 二 の 項 （ 加 入 者 交 換 機 能 の う ち 同 表 備 考 二 の イ の 機 能 、 信 号 制

御 交 換 機 能 、 優 先 接 続 機 能 及 び 番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ 機 能 を 除 く 。 ） 、 四 の 項 、

五 の 項 、 六 の 項 （ 一 般 光 信 号 中 継 伝 送 機 能 及 び 特 別 光 信 号 中 継 伝 送 機 能 を 除

く 。 ） 及 び 八 の 項 の 機 能 と す る 。
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改 正 案 現 行

別表第１の１ （第６条関係） 対象設備に係る設備区分 

対象設備 設備区分 

第一種指定加入者交換機（第

一種指定端末系伝送路設備、

第一種指定中継系伝送路設備

等及び信号用伝送装置とのそ

れぞれの間に設置される伝送

装置等を含む。） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

第一種指定中継交換機（第一

種指定中継系伝送路設備等及

び信号用伝送装置とのそれぞ

れの間に設置される伝送装置

等を含む。） 

（略） （略） 

別表第１の１ （第６条関係） 対象設備に係る設備区分 

対象設備 設備区分 

第一種指定加入者交換機（第

一種指定端末系伝送路設備、

第一種指定中継系伝送路設備

等及び信号用伝送装置とのそ

れぞれの間に設置される伝送

装置等を含む。ただし、手動

によるものを除く。） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

第一種指定中継交換機（第一

種指定中継系伝送路設備等及

び信号用伝送装置とのそれぞ

れの間に設置される伝送装置

等を含む。ただし、手動によ

るものを除く。） 

（略） （略） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）
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改 正 案 現 行

別表第２の１ （第６条関係） 正味固定資産価額算定方法 

  定額法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数 （定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

   定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ） 

  ＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））÷２ 

  期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）

×（ｎ－１）、最低残存価額｝ 

  期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）

×ｎ、最低残存価額｝ 

  定率法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数 （定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

   定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ） 

＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））÷２ 

  期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ―１、投資額×最低残存率｝ 

  期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

償却率＝１―（残存率）１÷法定耐用年数  

  残存率＝０．１とする。 

  なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

⑴ 局ごとに、アナログ電話・総合デジタル通信サービスの局別総収容回線数（以下「局

別収容回線数」という。）から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた回線数

が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以外の局には局設置遠隔

収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。 

⑵ 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収

容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ （略） 

３ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち

最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

なお、２以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあって

別表第２の１ （第６条関係） 正味固定資産価額算定方法 

  定額法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数 （定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

   定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ） 

  ＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））÷２ 

  期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）

×（ｎ－１）、最低残存価額｝ 

  期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）

×ｎ、最低残存価額｝ 

  定率法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数 （定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

   定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ） 

＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））÷２ 

  期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ―１、投資額×最低残存率｝ 

  期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

  償却率＝１―（残存率）１÷法定耐用年数  

  残存率＝０．１とする。 

  なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

⑴ 局ごとに、アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳの局別総収容回線数（以

下「局別収容回線数」という。）から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた

回線数が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以外の局には局設

置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。 

⑵ 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収

容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ （略） 

３ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち

最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

なお、２以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあって

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）
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は、以下の⑴から⑷の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが１

であるときは、これを２とみなす。 

⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス別の発着信呼量に各役務の収容回線数を乗

じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼量とし、

最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。） 

⑵ アナログ電話・総合デジタル通信サービス別の最繁時呼量を各役務の平均保留時間及

び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計を当該局

の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

⑶・⑷ （略）

４ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと

加入者交換機投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換

機投資額を算定する。 

局ごと加入者交換機投資額 

  ＝加入者交換機ユニット数 

  ×加入者交換機ユニット当たり単価 

 ＋回線共通投資額 

  ＋加入者交換機直収電話端子数 

  ×加入者交換機直収アナログ電話回線単価 

 ＋加入者交換機直収総合デジタル通信端子数 

  ×加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価 

 ＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

 ＋最繁時呼量投資額 

 ＋対向局設置遠隔収容装置ユニット数 

  ×局設置遠隔収容装置対向基本部単価 

 ＋局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス数 

  ×局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス単価 

 ＋加入者交換機中継 52Ｍパス数 

  ×加入者交換機中継 52Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

１・２ （略） 

３ 投資額の算定 

は、以下の⑴から⑷の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが１

であるときは、これを２とみなす。 

⑴ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の発着信呼量に各役務の収容回

線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼

量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。） 

⑵ アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の最繁時呼量を各役務の平均保

留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計

を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で

除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

⑶・⑷ （略）

４ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと

加入者交換機投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換

機投資額を算定する。 

局ごと加入者交換機投資額 

  ＝加入者交換機ユニット数 

  ×加入者交換機ユニット当たり単価 

 ＋回線共通投資額 

 ＋加入者交換機直収電話端子数 

  ×加入者交換機直収アナログ電話回線単価 

 ＋（加入者交換機直収総合デジタル通信端子数 

  ＋ＰＨＳ端子数） 

  ×加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価 

 ＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価 

 ＋最繁時呼量投資額 

 ＋対向局設置遠隔収容装置ユニット数 

  ×局設置遠隔収容装置対向基本部単価 

 ＋局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス数 

  ×局設置遠隔収容装置対向 1.5Ｍパス単価 

 ＋加入者交換機中継 52Ｍパス数 

  ×加入者交換機中継 52Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

１・２ （略） 

３ 投資額の算定 
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 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置

投資額を求め、全ての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装

置投資額を算定する。 

局ごと局設置遠隔収容装置投資額 

  ＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額 

 ＋局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数 

  ×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価 

 ＋局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数 

  ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価 

 ＋回線収容部投資額 

 ＋中継インタフェース部投資額 

（略） （略） 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

⑴ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。

  ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容さ

れる回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位

（1.5Ｍ）で除して、多重変換装置 1.5Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）。 

  イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サー

ビス回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総合デジタル通信サ

ービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置６Ｍパス数を算定する（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。）。 

  この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信

サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル

通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ～ク （略） 

⑵ （略）

２～４ （略） 

（略） （略） 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を

当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 

⑵ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容

 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置

投資額を求め、全ての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装

置投資額を算定する。 

局ごと局設置遠隔収容装置投資額 

  ＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額 

 ＋局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数 

  ×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価 

 ＋（局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数） 

  ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価 

 ＋回線収容部投資額 

 ＋中継インタフェース部投資額 

（略） （略） 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

⑴ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。

  ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容さ

れる回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位

（1.5Ｍ）で除して、多重変換装置 1.5Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）。 

  イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サー

ビス回線数 及びＰＨＳ回線数の合計回線数 を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装

置収容率及び総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置

６Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信

サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル

通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ～ク （略） 

⑵ （略）

２～４ （略） 

（略） （略） 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

⑴ き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を

当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 

⑵ 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容
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装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

⑶ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収

容する第一種総合デジタル通信 回線の数 を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装

置数とする。 

⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種

総合デジタル通信 回線の数 を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 

２ （略） 

（略） （略） 

装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

⑶ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収

容する第一種総合デジタル通信 回線及びＰＨＳ回線の数の総和 を当該局の総合デジタ

ル通信局内回線終端装置数とする。 

⑷ 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種

総合デジタル通信 回線及びＰＨＳ回線の数の総和 を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

２ （略） 

（略） （略） 
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改 正 案 現 行

別表第２の２（第６条関係） 正味固定資産価額算定に用いる数値 

項目 数値 単位 

（略） （略） （略） 

時間帯パラメータ（総合デジタル通信サービス） 1 ― 

（略） （略） （略） 

呼完了率（総合デジタル通信サービス） 0.7 ― 

（略） （略） （略） 

別表第２の２（第６条関係） 正味固定資産価額算定に用いる数値 

項目 数値 単位 

（略） （略） （略） 

時間帯パラメータ（総合デジタル通信サービス） 1 ― 

時間帯パラメータ（ＰＨＳ） 1 ― 

（略） （略） （略） 

呼完了率（総合デジタル通信網サービス） 0.7 ― 

呼完了率（ＰＨＳ） 0.7 ― 

（略） （略） （略） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）
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改 正 案 現 行

別表第６（第 19条関係） 

様式第１ 

  第１表 

通信量記録 

都道府県別通信量 

年度分 

都道府県 同 一 単 位

料 金 区 域

内 通 信 回

数 

同 一 中 継

区 域 内 単

位 料 金 区

域 間 通 信

回数 

加 入 者 交

換 機 接 続

通信回数 

中 継 交 換

機 接 続 通

信回数(加

入 者 交 換

機 を 経 由

するもの) 

中 継 交 換

機 接 続 通

信回数(加

入 者 交 換

機 を 経 由

し な い も

の) 

同 一 単 位

料 金 区 域

内 通 信 時

間 

同 一 中 継

区 域 内 単

位 料 金 区

域 間 通 信

時間 

加 入 者 交

換 機 接 続

通信時間 

中 継 交 換

機 接 続 通

信時間(加

入 者 交 換

機 を 経 由

するもの) 

中 継 交 換

機 接 続 通

信時間(加

入 者 交 換

機 を 経 由

し な い も

の) 

注１ 音声伝送役務（加入電話、公衆電話、総合デジタル通信サービス及びその他の役務（網使用料及び業務

委託））について記録すること。  

注２ 各欄には、通信回数は 1,000回、通信時間は 1,000時間を単位として記録すること。 

注３ 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄には発信時間を記

録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。 

別表第６（第 19条関係） 

様式第１ 

  第１表 

通信量記録 

都道府県別通信量 

年度分 

都道府県 同 一 単 位

料 金 区 域

内 通 信 回

数 

同 一 中 継

区 域 内 単

位 料 金 区

域 間 通 信

回数 

加 入 者 交

換 機 接 続

通信回数 

中 継 交 換

機 接 続 通

信回数(加

入 者 交 換

機 を 経 由

するもの) 

中 継 交 換

機 接 続 通

信回数(加

入 者 交 換

機 を 経 由

し な い も

の) 

同 一 単 位

料 金 区 域

内 通 信 時

間 

同 一 中 継

区 域 内 単

位 料 金 区

域 間 通 信

時間 

加 入 者 交

換 機 接 続

通信時間 

中 継 交 換

機 接 続 通

信時間(加

入 者 交 換

機 を 経 由

するもの) 

中 継 交 換

機 接 続 通

信時間(加

入 者 交 換

機 を 経 由

し な い も

の) 

注１ 音声伝送役務（加入電話、公衆電話及び総合デジタル通信サービス及びその他の役務（網使用料及び業

務委託））について記録すること。  

注２ 各欄には、通信回数は 1,000回、通信時間は 1,000時間を単位として記録すること。 

注３ 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄には発信時間を記

録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）
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  第２表 

通信量記録 

単位料金区域別通信量等 

年度分 

単位料金区域 同一単位

料金区域

内通信回

数 

同一中継

区域内単

位料金区

域間通信

回数 

加入者交

換機接続

通信回数 

中継交換

機接続通

信回数(加

入者交換

機を経由

するもの) 

中継交換

機接続通

信回数(加

入者交換

機を経由

しないも

の) 

同一単位

料金区域

内通信時

間 

同一中継

区域内単

位料金区

域間通信

時間 

加入者交

換機接続

通信時間 

中継交換

機接続通

信時間(加

入者交換

機を経由

するもの) 

中継交換

機接続通

信時間(加

入者交換

機を経由

しないも

の) 

電話呼率 総合デジ

タル通信

サービス

呼率 

自ユニッ

ト折返し

比率 

注１ 音声伝送役務（加入電話、公衆電話、総合デジタル通信サービス及びその他の役務（網使用料及び業務

委託））について記録すること。  

注２ 各欄には、通信回数は 1,000回、通信時間は 1,000時間を単位として記録すること。 

注３ 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄には発信時間を記

録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。 

  第３表 

通信量記録 

年度分 

項 目 名 数 値 単 位 

平均保留時間（アナログ電話） 

平均保留時間（総合デジタル通信サービス） 

１呼当たり信号数（アナログ電話） 

１呼当たり信号数（総合デジタル通信サービス） 

秒 

秒 

信号／呼 

信号／呼 

  第４表 （略） 

  第２表 

通信量記録 

単位料金区域別通信量等 

年度分 

単位料金区域 同一単位

料金区域

内通信回

数 

同一中継

区域内単

位料金区

域間通信

回数 

加入者交

換機接続

通信回数 

中継交換

機接続通

信回数(加

入者交換

機を経由

するもの) 

中継交換

機接続通

信回数(加

入者交換

機を経由

しないも

の) 

同一単位

料金区域

内通信時

間 

同一中継

区域内単

位料金区

域間通信

時間 

加入者交

換機接続

通信時間 

中継交換

機接続通

信時間(加

入者交換

機を経由

するもの) 

中継交換

機接続通

信時間(加

入者交換

機を経由

しないも

の) 

電話呼率 総合デジ

タル通信

サービス

呼率 

ＰＨＳ呼

率 

自ユニッ

ト折返し

比率 

注１ 音声伝送役務（加入電話、公衆電話及び総合デジタル通信サービス及びその他の役務（網使用料及び業

務委託））について記録すること。  

注２ 各欄には、通信回数は 1,000回、通信時間は 1,000時間を単位として記録すること。 

注３ 同一単位料金区域内通信回数の欄には発信回数を、同一単位料金区域内通信時間の欄には発信時間を記

録することとし、その他の欄には発着信回数又は発着信時間を記録すること。 

  第３表 

通信量記録 

年度分 

項 目 名 数 値 単 位 

平均保留時間（アナログ電話） 

平均保留時間（総合デジタル通信サービス） 

平均保留時間（ＰＨＳ） 

１呼当たり信号数（アナログ電話） 

１呼当たり信号数（総合デジタル通信サービス） 

１呼当たり信号数（ＰＨＳ） 

秒 

秒 

秒 

信号／呼 

信号／呼 

信号／呼 

  第４表 （略） 
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様式第２ 

  第１表・第２表 （略） 

第３表 

回線数記録 

局別回線数 

年度末現在 

都道府県 単位料金区域 局 
ＡＤＳＬ地域ＩＰ

回線数 
光地域ＩＰ回線数 

注 ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数の欄には、第一種指定中継系伝送路設備に接続する非対称デジタル加入者線の回

線数を記録することとし、光地域ＩＰ回線数の欄には、第一種指定中継系伝送路設備に接続する光回線の回

線数を記録すること。 

第４表～第６表（略） 

別表第７（第 19条関係） 法第 33条第 12項の総務省令で定める事項 

１呼当たり信号数 

総信号数 

リルーティング指示に係る網保留時間 

リダイレクション網使用機能（網内型）接続処理時間 

リダイレクション網使用機能（中継交換機接続型）接続処理時間 

リダイレクション網使用機能（加入者交換機接続型）接続処理時間 

別表第８（第 19条関係） 法第 33条第 12項の総務省令で定める事項の記録 

機能の利用回数等 

年度分  

項目名 数 値 単位 

１呼当たり信号数 

総信号数 

リルーティング指示に係る網保留時間 

リダイレクション網使用機能（網内型）接続処理時間 

信号／通信 

億信号／年 

秒／通信 

秒／通信 

様式第２ 

  第１表・第２表 （略） 

第３表 

回線数記録 

局別回線数 

年度末現在 

都道府県 単位料金区域 局 基地局回線数 
ＡＤＳＬ地域

ＩＰ回線数 

光地域ＩＰ回

線数 

注 基地局回線数の欄には、基地局設備用電話端末回線伝送機能を提供するために設置している回線につき記

録することとし、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数の欄には、第一種指定中継系伝送路設備に接続する非対称デジタ

ル加入者線の回線数を記録することとし、光地域ＩＰ回線数には、第一種指定中継系伝送路設備に接続する

光回線の回線数を記録すること。 

第４表～第６表（略） 

別表第７（第 19条関係） 法第 33条第 12項の総務省令で定める事項 

１呼当たり信号数 

総信号数 

リルーティング指示に係る網保留時間 

課金秒数送出機能信号数 

リダイレクション網使用機能（網内型）接続処理時間 

リダイレクション網使用機能（中継交換機接続型）接続処理時間 

リダイレクション網使用機能（加入者交換機接続型）接続処理時間 

ＰＨＳ端末発信信号数 

ＰＨＳ端末発信平均保留時間 

ＰＨＳ端末発信月当たり平均利用回数 

ＰＨＳ接続固定電話発信信号数 

ＰＨＳ接続固定電話発信平均保留時間 

ＰＨＳ接続固定電話発信当たり平均利用回数 

別表第８（第 19条関係） 法第 33条第 12項の総務省令で定める事項の記録 

機能の利用回数等 

年度分 

項 目 名 数 値 単 位 

１呼当たり信号数 

総信号数 

リルーティング指示に係る網保留時間 

課金秒数送出機能信号数 

信号／通信 

億信号／年 

秒／通信 

信号／通信 
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リダイレクション網使用機能（中継交換機接続型）接続処理時間 

リダイレクション網使用機能（加入者交換機接続型）接続処理時間 

秒／通信 

秒／通信 

リダイレクション網使用機能（網内型）接続処理時間 

リダイレクション網使用機能（中継交換機接続型）接続処理時間 

リダイレクション網使用機能（加入者交換機接続型）接続処理時間 

ＰＨＳ端末発信信号数 

ＰＨＳ端末発信平均保留時間 

ＰＨＳ端末発信月当たり平均利用回数 

ＰＨＳ接続固定電話発信信号数 

ＰＨＳ接続固定電話発信平均保留時間 

ＰＨＳ接続固定電話発信当たり平均利用回数 

秒／通信 

秒／通信 

秒／通信 

秒／通信 

秒／通信 

通信／月 

信号／通信 

秒／通信 

通信／月 

附 則

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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○ 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 七 年 総 務 省 令 第 十 四 号 ） の 一 部 改 正 案 新 旧 対 照 表
（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 、 □ は 諮 問 さ れ た 改 正 反 映 部 分 ）

改 正 案 平 成 二 十 七 年 十 一 月 十 日 付 諮 問 第 三 〇 七 七 号 に よ る 改 正 案

附 則 附 則

１ ～ （ 略 ） １ ～ （ 略 ）1
0

1
0

（ 削 除 ） 事 業 者 は 、 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 基 地 局 設 備 用 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 限11
る 。 ） の 機 能 の 接 続 料 を 変 更 す る 場 合 に は 、 そ の 原 価 及 び 利 潤 は 第 一 種

指 定 加 入 者 交 換 機 に 係 る 設 備 区 分 の う ち 回 線 数 の 増 減 に 応 じ て 当 該 設 備

に 係 る 費 用 が 増 減 す る も の と の 接 続 に 関 す る 接 続 料 の 原 価 及 び 利 潤 （ 基

地 局 設 備 と の 間 を 伝 送 す る 設 備 と の 接 続 に 関 す る も の に 限 り 、 専 ら ア ナ

ロ グ 信 号 の 伝 送 に 用 い ら れ る 設 備 と の 接 続 に 関 す る も の を 除 く 。 次 項 に

お い て 同 じ 。 ） の 全 部 又 は 一 部 を 加 算 し て 算 定 す る こ と が で き る 。

（ 削 除 ） 前 項 の 加 算 は 、 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 次 の 要 件 を 確 保12
す る も の で な け れ ば な ら な い 。

一 平 成 二 十 年 四 月 一 日 以 降 に 開 始 す る 事 業 年 度 に あ っ て は 、 第 一 種 指

定 加 入 者 交 換 機 に 係 る 設 備 区 分 の う ち 回 線 数 の 増 減 に 応 じ て 当 該 設 備

に 係 る 費 用 が 増 減 す る も の （ き 線 点 遠 隔 収 容 装 置 か ら 加 入 者 交 換 機 間

の う ち 、 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置 す る も

の を 除 く 。 ） と の 接 続 に 関 す る 接 続 料 の 原 価 の 三 分 の 二 を 超 え な い 額

（ 第 一 種 指 定 加 入 者 交 換 機 に 係 る 設 備 区 分 の う ち 回 線 数 の 増 減 に 応 じ

て 当 該 設 備 に 係 る 費 用 が 増 減 す る も の で あ っ て 、 き 線 点 遠 隔 収 容 装 置

か ら 加 入 者 交 換 機 間 の う ち 、 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設

置 局 間 に 設 置 す る も の と の 接 続 に 関 す る 接 続 料 の 原 価 に つ い て は 、 そ

の 十 五 分 の 七 を 超 え な い 額 ） を 加 算 す る も の で あ る こ と 。
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二 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 以 降 に 開 始 す る 事 業 年 度 に あ っ て は 、 第 一 種

指 定 加 入 者 交 換 機 に 係 る 設 備 区 分 の う ち 回 線 数 の 増 減 に 応 じ て 当 該 設

備 に 係 る 費 用 が 増 減 す る も の で あ っ て 、 き 線 点 遠 隔 収 容 装 置 か ら 加 入

者 交 換 機 間 の う ち 、 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に

設 置 す る も の と の 接 続 に 関 す る 接 続 料 の 原 価 に つ い て は 、 そ の 五 分 の

二 を 超 え な い 額 を 加 算 す る も の で あ る こ と 。

三 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 以 降 に 開 始 す る 事 業 年 度 に あ っ て は 、 第 一 種

指 定 加 入 者 交 換 機 に 係 る 設 備 区 分 の う ち 回 線 数 の 増 減 に 応 じ て 当 該 設

備 に 係 る 費 用 が 増 減 す る も の で あ っ て 、 き 線 点 遠 隔 収 容 装 置 か ら 加 入

者 交 換 機 間 の う ち 、 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に

設 置 す る も の と の 接 続 に 関 す る 接 続 料 の 原 価 に つ い て は 、 そ の 五 分 の

一 を 超 え な い 額 を 加 算 す る も の で あ る こ と 。

四 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 以 降 に 開 始 す る 事 業 年 度 に あ っ て は 、 第 一 種

指 定 加 入 者 交 換 機 に 係 る 設 備 区 分 の う ち 回 線 数 の 増 減 に 応 じ て 当 該 設

備 に 係 る 費 用 が 増 減 す る も の で あ っ て 、 き 線 点 遠 隔 収 容 装 置 か ら 加 入

者 交 換 機 間 の う ち 、 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に

設 置 す る も の と の 接 続 に 関 す る 接 続 料 の 原 価 に つ い て は 、 加 算 し な い

も の で あ る こ と 。

五 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 以 降 に 開 始 す る 事 業 年 度 に あ っ て は 、 第 一 種

指 定 加 入 者 交 換 機 に 係 る 設 備 区 分 の う ち 回 線 数 の 増 減 に 応 じ て 当 該 設

備 に 係 る 費 用 が 増 減 す る も の で あ っ て 、 き 線 点 遠 隔 収 容 装 置 か ら 加 入

者 交 換 機 間 の う ち 、 局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 又 は 局 設 置 遠 隔 収

容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置 す る も の 及 び 局 設 置 簡

易 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置 す る も の と の

接 続 に 関 す る 接 続 料 の 原 価 及 び 利 潤 に つ い て は 、 加 算 し な い も の で あ

る こ と 。
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附 則 第 八 項 第 四 号 か ら 第 七 号 ま で 及 び 附 則 第 十 項 第 二 号 か ら 第 五 号 ま 附 則 第 八 項 第 四 号 か ら 第 七 号 ま で 、 附 則 第 十 項 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で1
1

1
3

で の き 線 点 遠 隔 収 容 装 置 か ら 加 入 者 交 換 機 間 の う ち 、 遠 隔 収 容 装 置 設 置 及 び 前 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で の き 線 点 遠 隔 収 容 装 置 か ら 加 入 者 交 換 機

局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置 す る も の 並 び に 附 則 第 八 項 第 八 号 及 間 の う ち 、 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置 す る も

び 附 則 第 十 項 第 六 号 の き 線 点 遠 隔 収 容 装 置 か ら 加 入 者 交 換 機 間 の う ち 、 の 及 び 附 則 第 八 項 第 八 号 、 附 則 第 十 項 第 六 号 及 び 前 項 第 五 号 の き 線 点 遠

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 又 は 局 設 置 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 隔 収 容 装 置 か ら 加 入 者 交 換 機 間 の う ち 、 局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局

者 交 換 局 設 置 局 間 に 設 置 す る も の 及 び 局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か 又 は 局 設 置 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置 す る も

ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置 す る も の に つ い て は 、 現 に 事 業 者 が 設 置 の 及 び 局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置

す る 局 設 置 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置 さ れ て す る も の に つ い て は 、 現 に 事 業 者 が 設 置 す る 局 設 置 遠 隔 収 容 装 置 設 置 局

い る も の に 限 る 。 か ら 加 入 者 交 換 機 設 置 局 間 に 設 置 さ れ て い る も の に 限 る 。

事 業 者 は 、 法 第 三 十 三 条 第 五 項 の 機 能 に 係 る 接 続 料 の 変 更 に 際 し 、 同 事 業 者 は 、 法 第 三 十 三 条 第 五 項 の 機 能 に 係 る 接 続 料 の 変 更 に 際 し 、 同12 14

項 の 機 能 （ 新 規 則 第 四 条 の 表 二 の 項 （ 加 入 者 交 換 機 能 の う ち 同 表 備 考 二 項 の 機 能 （ 新 規 則 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 基 地 局 設 備 用 端 末 回 線 伝 送 機 能 に

の イ 及 び ロ の 機 能 、 信 号 制 御 交 換 機 能 並 び に 優 先 接 続 機 能 を 除 く 。 ） 、 限 る 。 ） 、 二 の 項 （ 加 入 者 交 換 機 能 の う ち 同 表 備 考 二 の イ 及 び ロ の 機

四 の 項 、 五 の 項 、 六 の 項 （ 一 般 光 信 号 中 継 伝 送 機 能 及 び 特 別 光 信 号 中 継 能 、 信 号 制 御 交 換 機 能 並 び に 優 先 接 続 機 能 を 除 く 。 ） 、 四 の 項 、 五 の

伝 送 機 能 を 除 く 。 ） 及 び 八 の 項 に 限 る 。 ） に 係 る 通 信 量 等 に つ い て は 、 項 、 六 の 項 （ 一 般 光 信 号 中 継 伝 送 機 能 及 び 特 別 光 信 号 中 継 伝 送 機 能 を 除

平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 新 規 則 第 十 九 条 の 規 定 に よ り 記 録 く 。 ） 及 び 八 の 項 に 限 る 。 ） に 係 る 通 信 量 等 に つ い て は 、 平 成 三 十 一 年

さ れ た 通 信 量 等 に 代 え て 、 当 該 変 更 が 適 用 さ れ る 年 度 の 前 年 度 の 下 半 期 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 新 規 則 第 十 九 条 の 規 定 に よ り 記 録 さ れ た 通 信 量

と 当 該 変 更 が 適 用 さ れ る 年 度 の 上 半 期 の 通 信 量 等 の 合 算 値 を 用 い る こ と 等 に 代 え て 、 当 該 変 更 が 適 用 さ れ る 年 度 の 前 年 度 の 下 半 期 と 当 該 変 更 が

が で き る 。 適 用 さ れ る 年 度 の 上 半 期 の 通 信 量 等 の 合 算 値 を 用 い る こ と が で き る 。

（ 略 ） （ 略 ）13 15

前 項 の 予 測 値 を 用 い る 場 合 に は 、 事 業 者 は 、 前 項 の 予 測 値 を 得 る た め 前 項 の 予 測 値 を 用 い る 場 合 に は 、 事 業 者 は 、 前 項 の 予 測 値 を 得 る た め1
4

1
6

に 必 要 な 各 月 の 通 信 量 等 を 記 録 し て お か な け れ ば な ら な い 。 た だ し こ の に 必 要 な 各 月 の 通 信 量 等 を 記 録 し て お か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 本 項

項 で 定 め る と こ ろ に よ り 通 信 量 等 を 記 録 す る こ と が で き る ま で の 間 は 、 で 定 め る と こ ろ に よ り 通 信 量 等 を 記 録 す る こ と が で き る ま で の 間 は 、 こ

こ れ ら に 代 え て 、 事 業 者 が 現 に 記 録 し て い る 通 信 量 等 を 用 い る こ と と す れ ら に 代 え て 、 事 業 者 が 現 に 記 録 し て い る 通 信 量 等 を 用 い る こ と と す

る 。 る 。

～ （ 略 ） ～ （ 略 ）15 17 17 19



2
7

改 正 案 現 行

別表第一〔第２条・第６条・第７条・第８条〕 

勘 定 科 目 表 

資       産 

科目 款（原価部門） 項 

１ 電気通信事

業固定資産 

(1)有形固定資

産 

第一種指定設備管理部門 １ 一般第一種指定設備 

（略） 

２ 特別第一種指定設備 

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（電気信号の伝送に係るもの） 

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（光信号の伝送に係るもの） 

公衆電話設備 

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いら

れるもの） 

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いら

れるもののうち、加入者交換機接続用伝送装置利用機能

に係るもの） 

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用い

られるもの） 

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用い

られるもののうち、ルーティング伝送機能に係るもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主

として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主

としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主

としてデータ伝送役務の提供に用いられるものうち、ル

別表第一〔第２条・第６条・第７条・第８条〕 

勘 定 科 目 表 

資       産 

科目 款（原価部門） 項 

１ 電気通信事

業固定資産 

(1)有形固定資

産 

第一種指定設備管理部門 １ 一般第一種指定設備 

（略） 

２ 特別第一種指定設備 

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（電気信号の伝送に係るもの） 

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの） 

主配線盤（光信号の伝送に係るもの） 

公衆電話設備 

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いら

れるもの） 

端末系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いら

れるもののうち、加入者交換機接続用伝送装置利用機能

に係るもの） 

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用い

られるもの） 

端末系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用い

られるもののうち、ルーティング伝送機能に係るもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主

として音声伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主

としてデータ伝送役務の提供に用いられるもの） 

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（主

としてデータ伝送役務の提供に用いられるものうち、ル

○ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会 計 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 九 十 一 号 ） の 一 部 改 正 案 新 旧 対 照 表

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）
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第一種指定設備利用部門 

支援部門（補助部門） 

全般管理（補助部門） 

ーティング伝送機能に係るもの） 

中継系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いら

れるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用い

られるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用い

られるもののうち、ルーティング伝送機能に係るもの） 

信号網設備 

番号案内データベース及び番号案内設備 

折返し通信路設定機能に係る設備 

専用加入者線装置モジュール 

専用加入者線装置モジュールのうち、光信号電気信号変

換機能に係るもの 

専用線ノード装置 

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送

路 

専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路又は相互

接続点伝送路 

（何） 

建物 

土地 

構築物 

機械及び装置 

車両及び船舶 

工具、器具及び備品 

休止設備 

建設仮勘定 

（略） 

（略） 

 (略) 

(2)無形固定資

産 

（略） （略） 

(3)投資その他

の資産 

（略） （略） 

２ 繰延資産 （略） （略） 

第一種指定設備利用部門 

支援部門（補助部門） 

全般管理（補助部門） 

ーティング伝送機能に係るもの） 

中継系交換設備（主として音声伝送役務の提供に用いら

れるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用い

られるもの） 

中継系交換設備（主としてデータ伝送役務の提供に用い

られるもののうち、ルーティング伝送機能に係るもの） 

信号網設備 

番号案内データベース及び番号案内設備 

手動交換設備 

折返し通信路設定機能に係る設備 

専用加入者線装置モジュール 

専用加入者線装置モジュールのうち、光信号電気信号変

換機能に係るもの 

専用線ノード装置 

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送

路 

専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路又は相互

接続点伝送路 

呼関連データベース 

（何） 

建物 

土地 

構築物 

機械及び装置 

車両及び船舶 

工具、器具及び備品 

休止設備 

建設仮勘定 

（略） 

（略） 

（略） 

(2)無形固定資

産 

（略） （略） 

(3)投資その他

の資産 

（略） （略） 

２ 繰延資産 （略） （略） 
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費 用 

営 業 費 用 

科目 款（原価部門） 項 

営業費 （略） （略） 

運用費 第一種指定設備管理部門 

第一種指定設備利用部門 

番号案内 

（略） 

施設保全費 （略） （略） 

共通費 （略） （略） 

管理費 （略） （略） 

試験研究費及び

研究費償却 

（略） （略） 

減価償却費 （略） （略） 

固定資産除去費 （略） （略） 

通信設備使用料 （略） （略） 

租税公課 （略） （略） 

振替網使用料 （略） （略） 

費  用 

営 業 費 用 

科目 款（原価部門） 項 

営業費 （略） （略） 

運用費 第一種指定設備管理部門 

第一種指定設備利用部門 

番号案内 

手動接続通話 

（略） 

施設保全費 （略） （略） 

共通費 （略） （略） 

管理費 （略） （略） 

試験研究費及び

研究費償却 

（略） （略） 

減価償却費 （略） （略） 

固定資産除去費 （略） （略） 

通信設備使用料 （略） （略） 

租税公課 （略） （略） 

振替網使用料 （略） （略） 
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改  正  案 

別表第二〔第６条・第８条〕 

接続会計財務諸表様式 

様式第３ 

固定資産帰属明細表 

（単位 円） 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計

第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計

合
計一

般
第
一
種
指
定
設
備

特
別
第
一
種
指
定
設
備

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備

（
何
）

サ
ー
ビ
ス
活
動

端
末
系
伝
送
路
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

端
末
系
伝
送
路
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

主
配
線
盤
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

公
衆
電
話
設
備

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備

折
返
し
通
信
路
設
定
機
能
に
係
る
設
備

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路

（
何
）う

ち
加
入
者
交
換
機
接
続
用
伝
送
装
置
利
用
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の

機
械
設
備

公 衆 電 話 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

市 内 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

市 外 機 械 設 備

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

電 報 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

伝 送 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

無 線 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

電 力 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

電 話 番 号 案 内 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

監 視 設 備 
取 得 価 額 

減価償却累計額 
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帳 簿 価 額 

（ 何 ） 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

空 中 線 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

通 信 衛 星 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

端 末 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

線
路
設
備

市 内 線 路 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

市 外 線 路 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

土 木 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

海 底 線 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

建 物 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

構 築 物 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

機 械 及 び 装 置 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

車 両 及 び 船 舶 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

工具、器具及び備品 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

休 止 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

土 地 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

建 設 仮 勘 定 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

無 形 固 定 資 産 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

設備区分ごとの固定資産合計 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

（注） 

この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 
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現 行 

別表第二〔第６条・第８条〕 

接続会計財務諸表様式 

様式第３ 

固定資産帰属明細表 

（単位 円） 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計

第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計

合
計一

般
第
一
種
指
定
設
備 

特
別
第
一
種
指
定
設
備

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備 

（
何
）

サ
ー
ビ
ス
活
動

端
末
系
伝
送
路
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

端
末
系
伝
送
路
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

主
配
線
盤
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

公
衆
電
話
設
備 

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備

手
動
交
換
設
備

折
返
し
通
信
路
設
定
機
能
に
係
る
設
備

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路

呼
関
連
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

（
何
）う

ち
加
入
者
交
換
機
接
続
用
伝
送
装
置
利
用
機
能
に
係
る
も
の 

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の

機
械
設
備

公 衆 電 話 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

市 内 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

市 外 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

電 報 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

伝 送 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

無 線 機 械 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

電 力 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

電 話 番 号 案 内 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

監 視 設 備 
取 得 価 額 

減価償却累計額 
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帳 簿 価 額 

（ 何 ） 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

空 中 線 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

通 信 衛 星 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

端 末 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

線
路
設
備

市 内 線 路 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

市 外 線 路 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

土 木 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

海 底 線 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

建 物 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

構 築 物 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

機 械 及 び 装 置 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

車 両 及 び 船 舶 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

工具、器具及び備品 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

休 止 設 備 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

土 地 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

建 設 仮 勘 定 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

無 形 固 定 資 産 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

設備区分ごとの固定資産合計 

取 得 価 額 

減価償却累計額 

帳 簿 価 額 

（注） 

この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 
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改  正  案 

様式第４ 

設備区分別費用明細表 

（単位 円）  

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計

第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計

合
計

一
般
第
一
種
指
定
設
備

特
別
第
一
種
指
定
設
備

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備

（
何
）

サ
ー
ビ
ス
活
動

端
末
系
伝
送
路
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

端
末
系
伝
送
路
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

主
配
線
盤
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

公
衆
電
話
設
備

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備

折
返
し
通
信
路
設
定
機
能
に
係
る
設
備

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路

（
何
）

う
ち
加
入
者
交
換
機
接
続
用
伝
送
装
置
利
用
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の

営 業 費 

う ち 貸 倒 損 失 

運 用 費 

施 設 保 全 費 

共 通 費 

管 理 費 

試 験 研 究 費 及 び 研 究 費 償 却 

減 価 償 却 費 

固 定 資 産 除 却 費 

う ち 除 却 損 

通 信 設 備 使 用 料 

租 税 公 課 

合 計 

（単位 ％） 

直 課 

活 動 基 準 帰 属 

配 賦 

（注） 

１ 電気通信設備を収容する建物に係る費用、器具備品に係る費用、通信設備使用料及び租税公課については、原則として次の基準により、第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用部門において物理的に管理可能な資産の区分、支援設備、全般管理に帰属させる。 

建物 

減価償却費、固定資産除却費、施設保全費  第一段階 

 占有面積比 

第二段階 

設備の占有面積比（設備収容関連） 

稼働人員数比（設備収容関連以外） 

  器具備品 

減価償却費、固定資産除却費、施設保全費  稼働人員数比 
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  通信設備使用料               該当する設備区分比 

  租税公課                  正味固定資産額比 

２ 試験研究費及び研究費償却については、次の基準により第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用部門において物理的に管理可能な資産の区分に帰属させる。 

  インフラ系応用技術（通信用建物）  占有面積比 

  インフラ系応用技術（通信用電力）  仕様電力値比 

  インフラ系応用技術（電気通信設備） 設備区分の当年度取得固定資産価額比 

  インフラ系基礎技術  設備の当年度取得固定資産価額比 

３ 第８条第２項に規定する基準は、原則として次のとおりとする。 

  支援設備 

電力設備 仕様電力値比 

試験受付 故障件数比 

監視設備 監視対応件数比 

  全般管理 

共通 

資材（販売用のものを除く。） 

保管、荷役、輸配送          当年度取得固定資産価額比 

 資材共通               当年度取得固定資産価額比 

研修（サービス関連のものを除く。） 

  設備 関連部門の稼働人員数比 

 共通  稼働人員数比 

医療（職員の健康管理に関するもの） 稼働人員数比 

一般共通 

経理（仕訳レコード数により設備関連の 支出額比 

ものを抽出） 

総務、厚生、人事等          支出額比 

管理（サービス関連部門を除く。） 

ネットワーク関連            取得固定資産価額比 

一般管理（電気通信設備の管理運営に関連 支出額比 

 するもの） 

４ この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 
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現 行 

様式第４ 

設備区分別費用明細表 

（単位 円） 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
計

第
一
種
指
定
設
備
利
用
部
門
計

合
計

一
般
第
一
種
指
定
設
備

特
別
第
一
種
指
定
設
備

う
ち
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
に
係
る
も
の 

指
定
外
電
気
通
信
設
備

（
何
）

サ
ー
ビ
ス
活
動

端
末
系
伝
送
路
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
） 

主
配
線
盤
（
電
気
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

端
末
系
伝
送
路
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

主
配
線
盤
（
光
信
号
の
伝
送
に
係
る
も
の
）

公
衆
電
話
設
備

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

端
末
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

端
末
系
交
換
設
備
～
端
末
系
又
は
中
継
系
交
換
設
備
伝
送
路
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
）

中
継
系
交
換
設
備
（
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
） 

信
号
網
設
備 

番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
番
号
案
内
設
備

手
動
交
換
設
備

折
返
し
通
信
路
設
定
機
能
に
係
る
設
備

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置 

専
用
加
入
者
線
装
置
モ
ジ
ュ
ー
ル
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路

専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
～
専
用
線
ノ
ー
ド
装
置
伝
送
路
又
は
相
互
接
続
点
伝
送
路

呼
関
連
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
何
）

う
ち
加
入
者
交
換
機
接
続
用
伝
送
装
置
利
用
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
に
係
る
も
の

う
ち
光
信
号
電
気
信
号
変
換
機
能
に
係
る
も
の

営 業 費 

う ち 貸 倒 損 失 

運 用 費 

施 設 保 全 費 

共 通 費 

管 理 費 

試 験 研 究 費 及 び 研 究 費 償 却 

減 価 償 却 費 

固 定 資 産 除 却 費 

う ち 除 却 損 

通 信 設 備 使 用 料 

租 税 公 課 

合 計 

（単位 ％） 

直 課 

活 動 基 準 帰 属 

配 賦 

（注） 

１ 電気通信設備を収容する建物に係る費用、器具備品に係る費用、通信設備使用料及び租税公課については、原則として次の基準により、第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用部門において物理的に管理可能な資産の区分、支援設備、全般管理に帰属させる。 

  建物 

減価償却費、固定資産除却費、施設保全費  第一段階 

 占有面積比 

第二段階 

設備の占有面積比（設備収容関連） 

稼働人員数比（設備収容関連以外） 

  器具備品 

減価償却費、固定資産除却費、施設保全費  稼働人員数比 
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  通信設備使用料               該当する設備区分比 

  租税公課                  正味固定資産額比 

２ 試験研究費及び研究費償却については、次の基準により第一種指定設備管理部門及び第一種指定設備利用部門において物理的に管理可能な資産の区分に帰属させる。 

インフラ系応用技術（通信用建物）  占有面積比 

  インフラ系応用技術（通信用電力）  仕様電力値比 

  インフラ系応用技術（電気通信設備） 設備区分の当年度取得固定資産価額比 

  インフラ系基礎技術  設備の当年度取得固定資産価額比 

３ 第８条第２項に規定する基準は、原則として次のとおりとする。 

  支援設備 

電力設備 仕様電力値比 

試験受付 故障件数比 

監視設備 監視対応件数比 

  全般管理 

共通 

資材（販売用のものを除く。） 

保管、荷役、輸配送          当年度取得固定資産価額比 

 資材共通               当年度取得固定資産価額比 

研修（サービス関連のものを除く。） 

設備 関連部門の稼働人員数比 

 共通  稼働人員数比 

医療（職員の健康管理に関するもの） 稼働人員数比 

一般共通 

経理（仕訳レコード数により設備関連の 支出額比 

ものを抽出） 

総務、厚生、人事等          支出額比 

管理（サービス関連部門を除く。） 

ネットワーク関連            取得固定資産価額比 

一般管理（電気通信設備の管理運営に関連 支出額比 

 するもの） 

４ この表に掲げた項目に計上すべき金額がない場合は、当該項目を省略した様式により作成することができる。 

附 則

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る 接 続 会 計 財 務 諸 表 及 び 接 続 会 計 報 告 書 等 に つ い て 適 用 す る 。
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○ 平 成 十 三 年 総 務 省 告 示 第 二 百 四 十 三 号 （ 電 気 通 信 事 業 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 に 関 す る 件 ） の 一 部 改 正 案

新 旧 対 照 表

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

次 に 掲 げ る 電 気 通 信 設 備 で あ っ て 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 指 定 区

域 に お い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る も の  

一 ～ 五 （ 略 ） 

六 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス

（ 削 除 ）  

七 公 衆 電 話 機 及 び こ れ に 付 随 す る 設 備  

八 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 交 換 機 （ 第 二 項 に 掲 げ る も の を

除 く 。 ） 、 案 内 台 装 置 及 び 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 又 は 第 三 項 に 掲 げ る も

の を 除 く 。 ）  

九 （ 略 ）  

次 に 掲 げ る 電 気 通 信 設 備 で あ っ て 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 指 定 区

域 に お い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る も の  

一 ～ 五 （ 略 ） 

六 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス 、 サ ー ビ

ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局 

七 Ｐ Ｈ Ｓ の 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 と の 接 続 に 用 い る Ｐ Ｈ

Ｓ 加 入 者 モ ジ ュ ー ル 並 び に 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め に 用 い ら れ る

サ ー ビ ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局  

八 公 衆 電 話 機 及 び こ れ に 付 随 す る 設 備  

九 電 気 通 信 番 号 の 案 内 又 は 手 動 に よ る 通 信 に 用 い ら れ る 交 換 機 （ 第

二 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 、 案 内 台 装 置 及 び 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 又

は 第 三 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）  

十 （ 略 ）  
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